
東京都西多摩郡瑞穂町

瑞穂町国民健康保険特別会計予算書

平成３０年度



議案第２６号

平成３０年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算

平成３０年度瑞穂町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９００，３９５千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出

予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、１５０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成３０年３月１日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之
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平成３０年度

瑞穂町国民健康保険特別会計

予算説明書
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（歳 出）

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源

国都支出金 地 方 債そ の 他

千円 千円 千円 千円

1 19,563 39,189 19,563

2 2,581,785 2,652,782 2,554,833 26,952

3 1,253,288 0 44,683 416,179

4 2 1,199,709 2

5 36,671 40,468 13,314 23,357

6 1 1

7 280 280 280

8 5,011 5,011 5,011

9 3,794 4,854 3,794

0 0 556,426

0 0 2,031

0 0 10

0 0 214,552

3,900,395 4,715,313 2,612,830 495,138

介護納付金 △ 214,552

後期高齢者
支援金等

△ 556,426

歳出合計 △ 814,918 792,427

老人保健拠
出金

△ 10

諸支出金 0

予備費 △ 1,060

基金積立金 0 1

公債費 0

共同事業拠
出金

△ 1,199,707

保健事業費 △ 3,797

保険給付費 △ 70,997

国民健康保
険事業費納
付金

1,253,288 792,426

千円 千円 千円

総務費 △ 19,626

前期高齢者
納付金等

△ 2,031

一般財源
款

本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
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